
　　健康・
医療・福祉
HP

生
活
福
祉
・
地
域
福
祉

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
見
舞
金
を
支
給
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12
月
１
日
現
在
、
市
内
在
住
の
原
爆
被

爆
者
の
方
に
見
舞
金（
１
万
円
）を
支
給
し

ま
す
。
被
爆
者
健
康
手
帳
を
お
持
ち
の
方

で
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方
は
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
昨
年
度
ま
で
に
申

請
し
た
方
は
不
要
で
す
。

　
ま
た
、
振
込
口
座
な
ど
の
変
更
が
あ
る

場
合
も
届
け
出
が
必
要
で
す
。

受
付
期
間
12
月
３
日
㈪
〜
10
日
㈪
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
※
土
曜
・
日
曜

日
を
除
く

申
込
市
役
所
２
階
福
祉
政
策
課
へ
被
爆

者
手
帳
、
振
込
希
望
口
座
の
通
帳
、
印
鑑

を
持
参

問
福
祉
政
策
課（
☎
514
・
８
４
６
７
）

受
験
生
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
貸
付
事
業
〜

１
月
31
日
㈭
ま
で
に
申
請
を
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中
学
３
年
生
、
高
校
３
年
生
ま
た
は
そ

れ
ら
に
準
じ
る
方（
高
校
・
大
学
等
中
途

退
学
者
、
浪
人
生
な
ど
）の
学
習
塾
等
受

講
料
や
受
験
料
の
貸
し
付
け
を
無
利
子
で

行
い
ま
す
。
対
象
者
が
高
校
、
大
学
な
ど

に
入
学
し
た
場
合
、
返
済
が
免
除
さ
れ
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

内
容
学
習
塾
等
受
講
料
貸
付
金
…
20
万

円
ま
で
、
受
験
料
貸
付
金
…
中
学
３
年
生

は
２
万
７
千
400
円
ま
で
、
高
校
３
年
生
は

８
万
円
ま
で

対
象
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
①
世
帯

の
生
計
中
心
者（
20
歳
以
上
）で
あ
る
②
世

帯（
父
母
な
ど
養
育
者
）の
総
収
入
ま
た
は

合
計
所
得
金
額
が
一
定
基
準
以
下
③
預
貯

金
な
ど
資
産
保
有
額
が
600
万
円
以
下
④
土

地
・
建
物
を
所
有
し
て
い
な
い（
現
在
住

ん
で
い
る
場
所
の
土
地
・
建
物
は
除
く
）

⑤
都
内
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住
民
登
録

し
て
い
る
⑥
生
活
保
護
受
給
世
帯
の
世
帯

主
ま
た
は
世
帯
員
で
な
い
⑦
暴
力
団
員
が

属
す
る
世
帯
の
構
成
員
で
な
い

申
請
期
限
１
月
31
日
㈭

問
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
☎
514
・
８
５
４
２
）

　　くらし
・手続き
HP

国
民
健
康
保
険

所
得
申
告
書
を
送
付
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平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
に
関

し
て
、
平
成
29
年
中
の
所
得
が
不
明
の
世

帯
に
所
得
申
告
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は

所
得
の
申
告
が
必
要
で
す
。
確
定
申
告
・

住
民
税
の
申
告
を
し
た
方
は
改
め
て
の
申

告
は
不
要
で
す
。

　
所
得
申
告
書
に
平
成
29
年
１
〜
12
月
の

所
得
が
分
か
る
も
の
を
添
え
て
申
告
し
て

く
だ
さ
い
。
所
得
が
少
な
い
方
、
無
い
方

な
ど
は
申
告
に
よ
り
税
額
を
軽
減
で
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

提
出
期
限
12
月
25
日
㈫

問
保
険
年
金
課（
☎
514
・
８
２
７
９
）

　　くらし
・手続き
HP

住
民
票
・
戸
籍
・
印
鑑
証
明

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
作
り
ま
せ
ん

か
〜
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
も
使
え
ま
す
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国
税
の
確
定
申
告
を
ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

-

Ｔ
ａ
ｘ（
電

子
申
告
）で
行
う
際
に
は
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
電
子
署
名
機
能（
署
名
用
電
子

証
明
書
）が
利
用
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
に
は
申

請
後
約
２
カ
月
を
要
し
ま
す
の
で
、
平
成

30
年
分
の
確
定
申
告
で
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利

用
す
る
場
合
は
早
め
の
申
請
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

　
ま
た
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子

証
明
書
の
有
効
期
限
は
、
最
長
で
も
平
成

30
年
12
月
末
で
す（
カ
ー
ド
面
に
記
載
し

て
あ
る
有
効
期
間
と
は
異
な
り
ま
す
）。

有
効
期
限
経
過
後
は
住
民
基
本
台
帳
カ
ー

ド
へ
の
電
子
証
明
書
搭
載
は
で
き
ま
せ

ん
。
必
要
な
方
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
市
民
窓
口
課（
☎
514
・
８
２
０
６
）、
七

生
支
所（
☎
591
・
７
７
１
２
）

環
境

　　くらし
・手続き
HP

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
な
ど
へ
の
補
助

金
の
ご
利
用
を 
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省
エ
ネ
住
宅
お
よ
び
設
備
の
普
及
の
た

め
、省
エ
ネ
機
器
へ
の
補
助
を
行
い
ま
す
。

補
助
対
象
、
申
込
方
法
な
ど
詳
細
は
市

HP
を
参
照
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
請
期
間
12
月
21
日
㈮
ま
で

申
請
で
き
る
方
平
成
22
年
10
月
１
日
か
ら

平
成
30
年
12
月
20
日
ま
で
に
竣
工
す
る
一

定
の
環
境
基
準
を
満
た
し
た
エ
コ
住
宅

（
リ
フ
ォ
ー
ム
を
含
む
）を
対
象
と
し
、
か

つ
平
成
29
年
12
月
22
日
か
ら
平
成
30
年
12

月
20
日
ま
で
に
省
エ
ネ
機
器
を
設
置
、
ま

た
は
未
使
用
の
省
エ
ネ
機
器
が
設
置
さ
れ

た
エ
コ
住
宅
を
購
入
す
る
方
※
申
込
多
数

の
場
合
は
抽
選

問
環
境
保
全
課（
☎
514
・
８
２
９
４
）　　くらし

・手続き
HP

住
ま
い

市
営
住
宅
空
き
家
入
居
者
募
集
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申
し
込
み
資
格
な
ど
詳
細
は「
申
し
込

み
の
し
お
り
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

募
集
住
宅
・
戸
数
一
般
世
帯
向
け
…
４
戸

（
向
川
原
団
地
１
戸
、
下
田
団
地
２
戸
、

川
原
付
団
地
１
戸
）

し
お
り
の
配
布
12
月
３
日
㈪
〜
11
日
㈫
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
に
市
役
所

１
階
市
民
相
談
窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田

駅
連
絡
所
で
配
布
※
日
曜
日
を
除
く

申
込
12
月
13
日
㈭（
必
着
）ま
で
に
〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
４
階
財
産
管
理
課

へ
申
込
用
紙
を
郵
送
ま
た
は
持
参

問
財
産
管
理
課（
☎
514
・
８
１
５
６
）

都
営
住
宅
地
元
割
当（
空
き
家
）入
居
者

募
集 
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申
し
込
み
資
格
な
ど
詳
細
は「
申
し
込

み
の
し
お
り
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

募
集
住
宅
・
戸
数
３
人
以
上
世
帯
向
け
…

１
戸（
日
野
栄
町
２
丁
目
ア
パ
ー
ト
）

し
お
り
の
配
布
12
月
３
日
㈪
〜
11
日
㈫
午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
に
市
役
所

１
階
市
民
相
談
窓
口
、
七
生
支
所
、
豊
田

駅
連
絡
所
で
配
布
※
日
曜
日
を
除
く

申
込
12
月
13
日
㈭（
必
着
）ま
で
に
〒
191-

８
６
８
６
日
野
市
役
所
４
階
財
産
管
理
課

へ
申
込
用
紙
を
郵
送
ま
た
は
持
参

問
財
産
管
理
課（
☎
514
・
８
１
５
６
）　　くらし

・手続き
HP

安
全
・
安
心

住
宅
の
耐
震
化
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
補

助
金
の
ご
利
用
を
〜
申
込
期
限
は
１
月

15
日
㈫ 
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補
助
可
能
枠
は
残
り
わ
ず
か
で
す
。
検

討
し
て
い
る
方
は
お
早
め
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

▼
木
造
住
宅
耐
震
化
補
助
金

補
助
金
額
耐
震
診
断
…
耐
震
診
断
費
用
の

３
分
の
２
以
内
で
８
万
８
千
円
ま
で
、
耐

震
改
修
工
事
…
耐
震
改
修
工
事
費
用
の
５

分
の
４
以
内
で
80
万
円
ま
で
※
市
内
業
者

施
工
の
場
合
は
100
万
円

対
象
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

に
着
手
し
た
木
造
在
来
軸
組
工
法
２
階
建

て
以
下
の
自
己
居
住
用
の
一
戸
建
住
宅

▼
住
宅
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
補
助
金

補
助
金
額
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
改
修
工
事
費

用
の
10
分
の
１
以
内
で
20
万
円
ま
で

対
象
建
築
後
１
年
以
上
の
自
己
居
住
用

住
宅
で
市
内
業
者
が
施
工
す
る
改
修
工
事

問
都
市
計
画
課 （
☎
514
・
８
３
７
１
）

12
月
１
日
㈯
〜
７
日
㈮
に
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
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重
点
項
目
①
子
供
と
高
齢
者
の
安
全
な
通

行
の
確
保
と
高
齢
運
転
者
の
交
通
事
故
防

止
②
自
転
車
の
交
通
事
故
防
止
③
二
輪
車

の
交
通
事
故
防
止
④
飲
酒
運
転
の
根
絶
⑤

違
法
駐
車
対
策
の
推
進

問
日
野
警
察
署（
☎
586
・
０
１
１
０
）、
市

防
災
安
全
課（
☎
514
・
８
９
６
３
）

　　くらし
・手続き
HP

税
金償

却
資
産（
固
定
資
産
税
）の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す 
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０
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償
却
資
産
と
は
、
土
地
・
家
屋
以
外

の
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
資

産
で
、
構
築
物
、
機
械・装
置
、
運
搬
具
、

工
具
・
器
具
お
よ
び
備
品
な
ど
を
い
い
ま

す（
左
表
参
照
）。

　
対
象
の
方
に
は
12
月
17
日
㈪
に
申
告
書

を
送
付
し
ま
す
。
新
た
に
事
業
を
開
始
し

た
方
や
、
以
前
か
ら
事
業
を
営
ん
で
い
て

12
月
中
に
申
告
書
が
届
か
な
い
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
平
成
31
年
１
月
１
日
現
在
、
市
内

に
事
業
用
の
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

個
人
・
法
人（
市
内
事
業
者
に
資
産
を
賃

貸
し
て
い
る
場
合
も
含
む
）

申
告
期
限
１
月
31
日
㈭

●申告の対象となる事業用償却資産（業種別の例）

各業種共通
パソコン、コピー機、ルームエアコン、看板、舗装路面、
賃借人（テナント）が施工した内装・造作、屋外給排水・電気・
ガス工事など

建設業 パワーショベル・フォークリフト（自動車税、軽自動車税の
対象となるものを除く）、大型特殊自動車など

料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍・冷蔵庫など
小売業 陳列棚・陳列ケース、日よけなど
医（歯科）業
獣医業 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニットなど

不動産貸付業 外構工事、受変電設備、太陽光発電設備など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備など

農業 農業用機械・暖房機、農業用車両（小型特殊自動車を除く）、
ビニールハウス、防鳥ネットなど

問
資
産
税
課（
☎
514
・
８
２
５
７
）

12月は
です

　都と区市町村では、安定した税収確保と納税の公平性確保を目指して、12月を「オール東京滞納STOP強化
月間」と位置づけ、都と区市町村が連携した広報や催告による納税推進、差押えやタイヤロック、捜索など
の滞納処分など、多様な徴収対策に取り組んでいます。

東京都と区市町村が連携し、徴収対策を集中して実施しています！

納税広報 納税推進 滞納処分

市立病院で
女性内科を開設

完全予約制で更年期周辺（40～65歳）女性を対象

診療時間  第2・第4水曜日15:00～17:00※予約制
予約方法  月曜～金曜日13:30～16:00に電話で女性
内科の予約とお伝えいただくかまたは同院内科カ
ウンターへお越しください
持ち物（初診時） 保険証、お薬手帳（他院受診のあ
る方のみ）
問 市立病院（☎581-2677）

1005996ID

 問納税課(☎514-8271)1010365ID

9 8

市
政
の
お
知
ら
せ

市
政
の
お
知
ら
せ

広報　　　　第1436号 平成30年12月1日


